
令和７・８年度 

(公財)北海道農業公社競争入札参加資格者名簿 
 

名 簿 使 用 上 の 注 意 事 項                
 

この資格者名簿は、(公財)北海道農業公社（以下「公社」といいます。）が所管する建設工

事、委託業務及び農業用機械等に係る入札参加資格を有する者について、競争入札参加者資

格審査規程第４条第２項に基づき作成したものです。 

 

１．名簿掲載内容 

 

建設工事の名簿には、(総合)振興局別、登録番号、商号又は名称、本店所在地のほか、

格付等級、客観点、主観点及び総合点、契約可能な地域を所管する支所を掲載しておりま

す。 

また、委託業務及び農業用機械等の名簿には、(総合)振興局別、登録番号、商号又は名

称、本店所在地のほか、入札参加資格登録、契約可能な地域を所管する支所を掲載してお

ります。 

 

２．名簿記載順 

 

総合振興局又は振興局ごとに、商号又は名称の 50 音順となっています。 

 

３．「登録番号」は次のとおりです。 

 

受付年(A) 受付場所(C) 
本店所在地(D) 
※建設工事: 

主たる営業所所在地 

申請者№ 

(E) 

令和７年登録 7 本所 01 石狩管内 01 001 ～ 999 

令和８年登録 8 岩見沢支所 02 渡島管内 02 001 ～ 999 

   旭川支所 03 檜山管内 03 001 ～ 999 

   苫小牧支所 06 後志管内 04 001 ～ 999 

   帯広支所 07 空知管内 05 001 ～ 999 

   釧路支所 08 上川管内 06 001 ～ 999 

   中標津支所 09 留萌管内 07 001 ～ 999 

   北見支所 10 宗谷管内 08 001 ～ 999 

   稚内支所 11 オホーツク管内 09 001 ～ 999 

       胆振管内 10 001 ～ 999 

       日高管内 11 001 ～ 999 

       十勝管内 12 001 ～ 999 

       釧路管内 13 001 ～ 999 

       根室管内 14 001 ～ 999 

       道外 15 001 ～ 999 

 



４．「商号」の略号は次のとおりです。 

法人企業形態 略号 法人企業形態 略号 

株式会社 （株） 有限会社 （有） 

合資会社 （資） 合名会社 （名） 

協同組合 （協） 企業組合 （企） 

協業組合 （業）   

 

５．「格付等級」について 

格付等級は、公社の基準に基づいて定めたものです。 

したがいまして、資格者の施行能力等を一般的に表す指標ではありません。 

 

６．「客観点」について 

客観的要素の審査項目及び基準は、平成２０年１月３１日国土交通省告示第８５号（建

設業法第２７条の２３第３項の経営事項審査の項目及び基準を定める件）の定めるところ

によるものとし、当該審査項目及び基準に基づき、客観要素の評定数値を算出しています。 

 

Ｘ１評点  公社の資格の種類に対応する建設業許可業種の完工高の合計を基に計算 

Ｘ２評点  経審結果の点数 

Ｙ 評点  経審結果の点数 

Ｚ 評点  経審結果のうち公社の資格に対応する建設業許可業種の最高点 

Ｗ 評点  経審結果の点数 

 

７．「主観点」について 

過去２年間の工事施行成績の評点の平均値に対応する付与点数を算出しています。 

 

８．格付基準点及び対応工事の予定価格 

 

工 事 種 別         等級 格付基準点 予定価格 

建  築 工  事 

Ａ   890 点以上  10,000 万円以上 

Ｂ   770 点以上  4,000 万円以上  10,000 万円未満 

Ｃ   770 点未満  4,000 万円未満 

農 業 土 木 工 事         

Ａ  1030 点以上  7,000 万円以上 

Ｂ   890 点以上  3,500 万円以上  7,000 万円未満 

Ｃ   890 点未満  3,500 万円未満 

舗 装 工 事         
Ａ   960 点以上  6,000 万円以上 

Ｂ   960 点未満  6,000 万円未満 

電 気 工 事         
Ａ   810 点以上  2,000 万円以上 

Ｂ   810 点未満  2,000 万円未満 

管 工 事         
Ａ   790 点以上  2,500 万円以上 

Ｂ   790 点未満  2,500 万円未満 

鋼 橋 上 部 工 事         
Ａ   940 点以上  5,000 万円以上 

Ｂ   940 点未満  5,000 万円未満 

 


